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（　１　） 昭和39年１月10日創刊　　　第55巻第 5 号（通巻 653号） 2018年（平成30年）5　月 1 日発行
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　境内の見どころは、元禄13年（1700年）徳川幕府の手によって造営され、昭和52年に国の重要文化財として指定された本殿。
屋根は檜皮葺（ひわだぶき）黒漆を基調とした極彩色で彩りを加え、御神威の大きさを感じさせます。「要石」は地震を起こす
大鯰を抑えるため地中深くまで差し込んでいるとされる霊石。わずかに露出している頭頂部は香取では凸型石、鹿島では凹型
をしています。 （カラー版は http://www.miura21.co.jp でご覧いただけます）
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第55巻第 5 号 2018年（平成30年）5　月 1　日発行　　　（　2　）

写真＆標語（スローガン）募集
「クレーンの日」のポスター用写真・標語（スローガン）「ボイラーデー」の標語（スローガン）の募集について

）日8月11（」ーデーライボ「、）日03月9（」日のンーレク「、はで会協全安ンーレク・ライボ）社公（
にあわせて、安全意識の高揚を図るため、安全ポスターを毎年作成しています。このポスター
用写真と標語（スローガン）を皆様から募集することにしました。応募方法等を協会ホームペー
ジでご覧のうえ、ふるってご応募ください。　　 応募締切　平成30年5月11日まで（消印有効）

【募集内容】
１「クレーンの日」ポスター用写真
２「クレーンの日」ポスター用標語（スローガン）
３「ボイラーデー」ポスター用標語（スローガン）

【送付先及び問合せ先】
〒136-0071
東京都江東区亀戸6-41-20  機缶健保会館2F
公益社団法人ボイラ・クレーン安全協会　教育部
TEL 03-3684-5551　FAX 03-3685-2189
URL　http://www.bcsa.or.jp

　

一
般
社
団
法
人
東
京
都
溶
接
協
会
主

催
の
第
五
十
八
回
溶
接
技
術
競
技
会
（
三

月
十
日
に
開
催
）
の
曲
げ
審
査
お
よ
び
総

合
審
査
は
、
大
久
保
審
査
委
員
長
他
五

人
の
審
査
委
員
に
よ
っ
て
厳
正
に
行
な
わ

れ
た
。

　

外
観
審
査
と
エ
ッ
ク
ス
線
審
査
は
す
で

に
終
わ
っ
て
お
り
、
曲
げ
審
査
の
結
果
に

よ
っ
て
総
合
順
位
が
確
定
し
た
。

　

ア
ー
ク
溶
接
の
部
は
鈴
木
将
太
さ
ん
が

初
の
優
勝
を
勝
ち
取
っ
た
。

　

半
自
動
ア
ー
ク
溶
接
の
部
の
佐
藤
康

弘
さ
ん
は
三
年
振
り
、
自
身
四
度
目
の
優

勝
を
飾
っ
た
。

　

今
年
の
課
題
は
、
三
年
前
か
ら
変
更
さ

れ
て
四
度
目
の
競
技
と
な
り
、
参
加
者
は

前
回
よ
り
安
定
し
た
成
績
を
残
し
た
。

　

薄
板
の
部
は
、
板
厚
4.5
㎜
裏
板
な
し
の

横
向
き
溶
接
。
中
板
の
部
は
9.0
㎜
裏
板
な

し
の
立
向
き
溶
接
。
ま
た
、
中
板
は
競
技

材
の
中
央
に
邪
魔
板
を
取
付
て
の
溶
接
を

義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
、
全
国
大
会
も

同
じ
課
題
で
の
競
技
と
な
る
。

　

優
勝
し
た
鈴
木
さ
ん
と
佐
藤
さ
ん
は
、

平
成
三
十
年
十
月
に
山
口
県
で
開
催
さ
れ

る
第
六
十
四
回
全
国
溶
接
競
技
大
会
に

東
京
都
代
表
で
出
場
す
る
。

　

東
部
地
区
溶
接
協
会
連
絡
会

（
志
賀
啓
介
・
神
奈
川
県
溶
接
協

会
会
長
）は
﹁
第
９
回
関
東
甲
信
越

高
校
生
溶
接
コ
ン
ク
ー
ル
﹂
を
開

催
し
、
当
日
の
来
場
者
が
２
０
０

名
を
超
す
ビ
ッ
ク
イ
ベ
ン
ト
に
な

っ
た
。
４
月
28
日
、
東
京
ビ
ッ
グ

サ
イ
ト
を
会
場
に
東
部
地
区
溶
接

協
会
連
絡
会
所
属
の
関
東
甲
信

越
地
区
代
表
の
高
校
生
22
名
が
集

い
、
日
頃
の
練
習
の
成
果
を
競
い

合
っ
た
。

　

東
京
都
溶
接
協
会
か
ら
は
昨
年

12
月
の
東
京
都
予
選
を
勝
ち
抜
い

た
、
日
本
工
業
大
学
駒
場
高
等
学

校
の
東
島
健
太
選
手
と
東
京
都
立

墨
田
工
業
高
等
学
校
の
内
田　

翔

選
手
の
２
名
が
出
場
し
た
。

　

日
溶
協
東
部
地
区
検
定
委
員
会

に
よ
る
審
査
を
経
て
競
技
当
日
に

審
査
結
果
を
発
表
、
表
彰
式
を
開

催
し
た
。
成
績
優
秀
者
に
は
最
優

秀
賞
・
優
秀
賞
・
優
良
賞
を
授
与

し
た
。
前
々
回
か
ら
審
査
項
目
に

超
音
波
探
傷
試
験
も
加
え
ら
れ
て

外
観
の
み
な
ら
ず
内
質
の
状
態
も

審
査
対
象
と
な
っ
た
。

　

今
大
会
の
最
優
秀
賞
は
千
葉

県
立
東
総
工
業
高
校
の
須
合
勇
斗

選
手
が
獲
得
し
た
。
東
京
都
代
表

の
2
選
手
、
日
本
工
業
大
学
駒
場

高
校
の
東
島
健
太
選
手
は
外
観
審

査
の
高
得
点
で
優
秀
賞
を
獲
得
、

東
京
都
立
墨
田
工
業
高
校
の
内
田

翔
選
手
は
健
闘
及
ば
ず
入
賞
に
届

か
な
か
っ
た
。

　

高
校
生
溶
接
コ
ン
ク
ー
ル
は
全

国
各
地
区
、
各
県
で
ま
す
ま
す
広

が
り
を
見
せ
て
お
り
、
日
本
の
も

の
づ
く
り
を
支
え
る
製
造
業
の
担

い
手
を
育
成
す
る
こ
と
が
必
要
と

な
る
た
め
、
今
後
も
開
催
は
増
加

し
て
い
く
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

第
五
十
八
回
溶
接
技
術
競
技
会

優 勝

58

アーク溶接の部

鈴木 将太さん
（東京パワーテクノロジー㈱）

半自動アーク溶接の部

佐藤 康弘さん
（津覇車輌工業㈱）

第
９
回
関
東
甲
信
越

高
校
生
溶
接
コ
ン
ク
ー
ル
を
開
催

1都9県（22名）の高校生が出場

アーク溶接の部
順位 選手名 事 業 所 名 得点

1 鈴 木 将 太 東京パワーテクノロジー㈱ 793

2 藤ヶ崎 三喜男 ㈱前川製作所 790

3 小 山 仁 ㈱鈴三テクノ 788

4 吉 田 真 也 エムイーシーテクノ㈱ 783

5 髙 﨑 理 一 東日本旅客鉄道㈱
東京総合車両センター 778

※得点の満点は、いずれも800点。

半自動アーク溶接の部
順位 選手名 事 業 所 名 得点

1 佐 藤 康 弘 津覇車輌工業㈱ 788

2 関 匡 修 東洋テクノ㈱ 781

3 森 綾 佑 東芝エレベータ㈱
府中工場 773

4 中 村 久 美 子 津覇車輌工業㈱ 770

5 佐 藤 勇 介 東芝インフラシステムズ㈱ 766

第58回 溶接技術競技会入賞者
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〈外国人労働者の雇用～～～在留資格の分類〉
　日本国籍を持たない者を労働者として雇用する際には、入国に際して与えられた在留資格が就労可能なものか否かの確認し、届け
出が必要となります。

〈 採用時・退職時の届出 〉
　外国人を雇い入れた際は、次の通りに「外国人雇用状況」の報告が義務付けられています。このため、雇い入れおよび退職の際に
在留カード等を確認の上、一定の事項を届出る必要があります。
⑴ 雇用保険の被保険者である外国人に係る届出
　雇用保険の被保険者資格の取得届又は喪失届の所定欄に、在留資格、在留期間、国籍・地域等を記載して届け出ることができます。 
届出期限は取得届又は喪失届の提出期限と同様です（雇入れの場合は翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内）。 
⑵ 雇用保険の被保険者ではない外国人に係る届出
　所定の届出様式に、氏名、在留資格、在留期間、生年月日、性別、国籍・地域等を記載して届出ることとなります。届出期限は雇
い入れ、離職の場合ともに翌月末日までです。

〈 在留資格 〉
　外国人は出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」といいます。）により定められている在留資格には、「活動に基づく在留資格」
と「身分または地位に基づく在留資格」とに分類されます。このうち「身分または地位に基づく在留資格」については、就労に制限
がありませんが、「活動に基づく在留資格」には就労が許可されていないものや、一定の制限が課せられているものがあります。
・活動に基づく在留資格
1. それぞれの在留資格に定められた範囲での就労が可能な在留資格

在留資格 許可されている活動 在留期間
外　交 外交員およびその家族 外交活動を行う期間
公　用 国の承認した公務に従事する者およびその家族 5年を上限とする期間
教　授 大学等での研究、教育、指導をする者 5年を上限とする期間
芸　術 収入を伴う芸術活動をする者 5年を上限とする期間
宗　教 外国の宗教団体より派遣され、国内で宗教活動を行う者 5年を上限とする期間
報　道 外国の歩道機関との契約に基づく報道活動を行う者 5年を上限とする期間

高度専門職 法務省令で定める、一定の活動を行う者 5年を上限とする期間、または無期限
経営・管理 貿易、一定の資格に基づいて会計業務を行う者 5年を上限とする期間
法律・会計業務 外国法律事務弁護士、外国公認会計士その他法律上の有資格者が行うこととされる業務に従事する者 5年を上限とする期間

医　療 医療分野において、法律上有資格者が行うこととされている業務に従事する者 5年を上限とする期間
研　究 国内の機関との契約に基づく研究に従事する者 5年を上限とする期間
教　育 国内の教育機関において教育を行う者 5年を上限とする期間

技術・人文知識・国際業務 国内の機関との契約に基づく研究に従事する者 5年を上限とする期間
企業内転勤 外国の事業所からの転勤者 5年を上限とする期間
興　行 演奏、演劇、スポーツ等の興行を行う者 3年を上限とする期間
技　能 国内の機関との契約に基づき技能を要する業務に従事する者 5年を上限とする期間
技能実習 国内の機関との契約に基づき、講習または雇用契約に基づく技能習得活動に従事する者 1年を上限とする期間

2. 就労できない在留資格
　「留学」、「就学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方入国
管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。
　資格外活動の許可を得た場合、「留学」の在留資格をもって在留する外国人については原則として1週28時間まで、「就学」の在留
資格をもって在留する外国人については原則として1日4時間まで就労することが可能となります。また、「留学」の在留資格をもっ
て在留する外国人は、その方が在籍する教育機関が夏休み等の長期休業期間中については、1日8時間まで就労することが可能となり
ます。また、就労の内容、就労場所等について個別に審査を受けた上で資格外活動の許可を得れば「家族滞在」の在留資格をもって
在留する外国人については、原則として1週28時間まで就労することが可能となります。

在留資格 許可されている活動 在留期間
文化活動 収入を伴わない学術上、芸術等の活動を行う者 3年・1年・6月等
短期滞在 観光、保養、スポーツ、親族への訪問、見学、商用等 90日を上限とする期間
留　学 国内の一定の教育機関 4年3月を上限とする期間
研　修 公私の各種機関において技能等の習得を行う者 1年を上限とする期間
家族滞在 5年を上限とする期間

3. 個々人に与えられた許可内容によって、就労の可否が決められる在留資格
在留資格 許可されている活動 在留期間

特定活動 対象者に交付される「指定書」に記載される活動
《例》�卒業後に就職活動を行う留学生、ワーキングホリデー、看護師、介護士候補者等 5年以内

・身分または地位に基づく在留資格
　日系2世、3世は「日本人の配偶者等」または「定住者」として在留する場合にのみ、就労活動に制限がありません。これに対して、

「短期滞在」の在留資格により在留している日系人は、地方入国管理局で在留資格の変更の許可を受けなければ就労できません。
在留資格 許可されている活動 在留期間
永住者 法務大臣が永住を認める者 無制限

日本人の配偶者等 日本人の配偶者もしくは法律で定めた特別養子または日本人の子として出生した者 5年・3年・1年または6カ月
永住者の配偶者等 永住者もしくは特別永住者の配偶者または永住者の子として出生した者 5年・3年・1年または6月

定住者 法務大臣が特別な理由を考慮し、期間を定めて居住を認める者
《例》インドシナ難民、日系3世、外国人配偶者の実子等

5年・3年・1年または6月
または法務大臣の定めた期間


